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気象警報発令時の措置について 
 
 
 

 大雨・大雪・洪水・暴風・暴風雪等の各警報が発令された場合、児童に

対する措置が下記の通りとなりますので、お知らせ致します。ご協力をよ

ろしくお願い致します。 

   記 

 
 

 

 

 

 

 

 

＊ 兵庫県南部や播磨南東部に警報が発令されていても、「加東市」に   

発令されていない場合は、登校となります。 

＊ 登校後に警報が発令された場合は、原則、保護者への引き渡しとなり 

ます。緊急メール配信でお知らせ致しますので、お迎えをお願い致し 

ます。 

＊ 警報発令中は危険ですので、外出させないでください。 

午前７時の時点で加東市に警報発令が継続中であれば 

臨  時  休  校 


